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Ⅰ 指針策定の目的 

県出資法人は、行政が直接対応することが困難又は行政が直接対応する

よりも効果的・効率的に実施することが可能な分野において、      

          民間の経営ノウハウ等を活かしながら実施すること

を目的に設立され、                     県民サ

ービスの充実に重要な役割を果たしてきた。 

県では、これまでも行政改革の一環として「行政改革大綱」（平成８～

10年度）、「新行政改革大綱」（平成11～13年度）、「行政システム改革

大綱」（平成14～17年度）及び「愛媛県構造改革プラン」（平成18～22年

度）に基づき必要な見直しを行い、法人の廃止、統合等に        

                       積極的に取り組み、そ

の結果、本県の県出資法人数は、既に全国最少レベルのものとなっている。 

特に「愛媛県構造改革プラン」の推進期間中には、県出資法人の見直し

に関する具体的な取組事項や推進体制等を定めた「県出資法人改革プラン」

（平成 18 年３月策定）に基づき集中的に改革・見直しに取り組むとともに、

外部点検評価機関として「愛媛県出資法人点検評価部会」を設置し、点検

評価を行ってきた。 

 

同プランに基づく改革・見直しは、平成22年度に最終点検評価結果がと

りまとめられたことにより終了したが、その点検評価結果のフォローアッ

プを行うとともに、新公益法人制度への円滑な移行、今後の新たに発生す

る課題等に適切に対応していくために、引き続き定期的な点検評価（経営

評価）を行っていくこととし、本指針においてその具体的な着眼点、取組

事項及び取組期間等を定め、県出資法人の経営改善及び効率的運営の実効

性の確保を図るものである。 

 

Ⅰ プラン策定の目的 

県出資法人は、行政が直接対応することが困難又は行政が直接対応する

よりも効果的・効率的に実施することが可能な分野で、民間部門が対応で

きない公共的な事業を民間の経営ノウハウ等を活かしながら実施すること

を目的に、県が必要最小限の出資等を行い設立されたものであり、県民サ

ービスの充実に重要な役割を果たしてきた。 

県では、これまでも          「行政改革大綱」（平成８～

10年度）や「新行政改革大綱」（平成11～13年度）、「行政システム改革

大綱」（平成14～17年度）                      

  に基づき、その時々の県民ニーズ等に対応して、設立目的を達成した

法人の廃止や類似業務を行っている法人の統合等に積極的に取り組み、そ

の結果、本県の県出資法人数は、既に全国最低レベルのものとなっている。 

しかしながら、地方分権の進展や人口減少、高齢化社会の到来など、社

会経済情勢がこれまでになく大きく変化する中で、民間との役割分担や経

営等における様々な課題が生じるなど、出資法人のあり方が改めて問われ

ており、県では、平成17年２月、見直しの考え方等を示した「県出資法人

のあり方に関する見直し指針」（県行政改革・地方分権推進本部会議決定）

を策定し、出資法人ごとに見直しの方向性を検討してきたところである。 

今後、各出資法人においては、見直し指針に基づき決定された見直しの

方向性に沿って、組織・人員の見直しや経営基盤の充実・強化など、健全

な経営体制の確立に向けた不断の取組を計画的に行っていくことが必要と

なることから、本プランにおいて見直しに関する具体的な取組事項や推進

体制等                               

        を定め、県出資法人改革          の実効性   

の確保を図るものである。 

 

 

  

 

 

 

 

 

○ 本指針策定前、愛媛県構造改革

プラン推進期間中（平成 18～22

年）、県出資法人改革プラン（以

下「前プラン」という。）を策定す

るなどして、集中的に出資法人改

革に取り組んできたこれまでの経

過を明らかにする。 

 

 

 

○ 前プランの後継として策定され

る本指針の目的、取組の基本的な

方向性・方針等を明確にする。 



Ⅱ 対象法人及び経営評価期間 

１ 対象法人 

本指針の対象とする県出資法人は、県が資本金、基本金その他これらに

準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。ただし、広域的な

性格を有する法人及び地方独立行政法人は除く。（表－１のとおり） 

 

 

２ 経営評価期間 

平成 23 年度から 25 年度までの３か年とする。 

 

Ⅱ 対象法人及び改革  期間 

１ 対象法人 

見直しを行う県出資法人は、次に該当するものとする。 

◆県が 25％以上出資又は出捐している出資法人 

◆県が財政的支援を行っている出資法人 

（広域的な性格を有する出資法人は除く） 

 

２ 改革期間 

平成 18 年度から 21 年度までの４か年とする。 

○ 対象法人は、前プランに引き続

き、「25％以上出資しているもの」

とする。 

なお、前プランで対象法人とし

てきた「県が財政的支援を行って

いる出資法人（出資率 25％未満）」

については、次の理由により、本

指針の対象法人としない。 

 （対象外となる法人） 

愛媛県信用保証協会及び 

愛媛県農業信用基金協会 

 （理 由） 

  国・県において厳しい検査体

制が敷かれており、その検査と

本指針に基づく経営評価が果た

す役割が重複するため 

 

  その他、22 年度に設立された地

方独立行政法人（（公大）県立医療

技術大学）は、県が 25％以上出資

しているが、次の理由により、本

指針の対象法人としない。 

(理 由)  

 地方独立行政法人には法律に基

づき評価委員会が設けられてお

り、評価体制が２重になるため 

 

○ 経営評価期間は、出資法人の

大半を占める特例民法法人の新

公益法人制度への移行期限が平

成 25 年 11 月であることから、

25 年度までとする。 



 

Ⅲ 出資法人ごとの見直しの方向性 

平成17年２月に策定した見直し指針に基づき、出資法人による自己評価

及び政策事務事業評価、公共施設評価の評価結果並びに指定管理者制度の

動向などを踏まえ、直近の決算状況の分析等を通じて、出資法人ごとの見

直しの方向性について総合的な検討を行った。その結果、各出資法人につ

いて、今後、次の方向性により見直しを進めていくこととした。 
なお、見直し指針策定後、見直しの過程において、３法人を廃止すると

ともに、１法人の統合を行った。 

 

○ 前プランにおいて示された見直

しの方向性のうち、廃止、統合と

された法人は、これらを終えてお

り、その他も必要な見直し等が進

められたほか、この指針では、前

プランのフォローアップを目的の

一つとしている。 

これらのことを踏まえ、この指

針において新たに見直しの方向は

示さず、必要な見直しを行ってい

く中で必要に応じて検証していく

ものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 基本的取組事項 

出資法人は、県からの出資等により設立され、県の財政的・人的支援を

受けているものの、独立した法人格を有しており、その自立と経営の効率

化・健全化については、本来それぞれの出資法人が自ら主体的に取り組む

べきものである。 

一方、県は、県出資公益社団・財団法人の監督を行うべき行政庁である

とともに、その他の法人についても、法人の種別により関与の度合いに違

いがあるものの、出資者として、その経営等に関して一定の責任を負う立

場にあり、出資法人の見直しに当たっては、県と出資法人とが共通の理解

と認識の下で、ともに取り組んでいくことが必要である。 

このようなことから、次のとおり 、今後、県と出資法人が基本的に取

り組んでいくべき事項を明示するが、県出資法人改革プランに基づく改革

が終了しても、引き続き取り組むべき事項については継続して取り組むも

のとし、これらに新公益法人制度への移行という県出資法人改革プラン策

定時にはなかった課題などに対応した取組事項も加え、県出資法人の経営

改善及び効率的運営の実効性の確保を図ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 基本的取組事項 

出資法人は、県からの出資等により設立され、県の財政的・人的支援を

受けているものの、独立した法人格を有しており、その自立と経営の効率

化・健全化については、本来それぞれの出資法人が自ら主体的に取り組む

べきものである。 

一方、県は、県出資公益法人の指導・監督を行うべき所管行政庁である

とともに、商法法人  についても、                 

        出資者として、その経営等に関して一定の責任を負う立

場にあり、出資法人の見直しに当たっては、県と出資法人とが共通の理解

と認識の下で、ともに取り組んでいくことが必要である。 

このようなことから、以下において、今後、県と出資法人が基本的に取

り組んでいくべき事項を明示し、                   

                                  

                                  

                   県出資法人改革        

   の実効性の確保を図ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本指針における取組事項の考

え方は、前プランの取組事項を基

本的に踏襲しつつ、新たな課題等

に対応した取組事項を加えたもの

とする。 



１ 出資法人の自主性・自律性の向上 

法人は独立した事業主体として自らの責任で事業を遂行するものであ

り、本来の出資法人のあるべき姿として、出資法人自らが自主性・自律性

を発揮することにより、県民へのサービスの充実が図られなくてはならな

い。 

出資法人においては、法人の自主性・自律性の一層の向上を目指し、健

全な経営体制を確保するため次のとおり取組を進める          

  。 

 

（１）組織体制の見直し 

①経営責任の明確化 

出資法人は、独立した法人格を有するものであり、法人自らが主体的に

経営努力を行っていくことが求められるが、現状は、役員の大部分が非常

勤であるとともに、県をはじめ各種団体からの派遣職員が多いなど、寄り

合い所帯的な性格が強く、責任の所在が曖昧な組織体制となっている。 

このため、出資法人の設立や運営には県民の税金が使われているという

ことを認識し、経営責任を明確にする観点から、組織の肥大化の防止を図

りつつ、役員の  常勤化や経営感覚を有する人材の役員への登用、役員

の職務権限や責任の明確化などの取組を行う。 

また、特例民法法人が新公益法人制度に移行するに当たっては、一般社

団・財団法人において特定の場合を除き、原則、役員である理事が理事会

に出席する際は、代理人を出席させることはできず、本人出席が必要であ

ることを踏まえた役員の人選などを行う。 

 

②柔軟で効率的な組織体制の構築 

経営環境の変化に柔軟に対応し、効率的な業務運営を行っていく観点か

ら、機動的な組織運用に資する組織の大括り化、人材派遣会社からの派遣

職員・嘱託職員等多様な人材の活用、夜間・土日勤務制、フレックスタイ

ム制の導入等勤務形態の見直しなど、各出資法人の業務内容や業務量に応

じた柔軟で効率的な組織体制の構築を図る        。 

 

 

１ 出資法人の自主性・自律性の向上 

県において出資法人に対する支援のあり方を見直すとともに、出資法人

においては、自己決定・自己責任を基本とした自立的な経営を行っていく

ため、                               

                                 

          法人の自主性・自律性の   向上を目指し、健

全な経営体制を確保するための    取組を進めるよう要請するものと

する。 

 

（１）組織体制の見直し 

①経営責任の明確化 

出資法人は、独立した法人格を有するものであり、法人自らが主体的に

経営努力を行っていくことが求められるが、現状は、役員の大部分が非常

勤であるとともに、県をはじめ各種団体からの派遣職員が多いなど、寄り

合い所帯的な性格が強く、責任の所在が曖昧な組織体制となっている。 

     出資法人の設立や運営には県民の税金が使われているという

ことを認識し、経営責任を明確にする観点から、            

    役員の原則常勤化や経営感覚を有する人材の役員への登用、役員

の職務権限や責任の明確化などの取組を行う。 

 

 

 

 

 

②柔軟で効率的な組織体制の構築 

経営環境の変化に柔軟に対応し、効率的な業務運営を行っていく観点か

ら、組織の大括り化（機動的な組織運用）、多様な人材（人材派遣会社から

の派遣職員・嘱託職員等）の活用、勤務形態の見直し（夜間・土日勤務制、

フレックスタイム制の導入等）など、各出資法人の業務内容や業務量に応

じた柔軟で効率的な組織体制の構築を図るための取組を行う。 

 

 

○ 前プランで取り組んだ出資法人

の自主性・自律性の向上について、

更に向上させ、県民へのサービス

充実につながる取組となることを

促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特例民法法人が新公益法人制度

へ移行する際に、役員を絞り込む

など措置を検討しなければならな

いことから、経営責任の明確化を

図るうえで、特例民法法人に対し、

役員の人選に関し、必要な見直し

を促す。 

 



③プロパー職員の育成と見直しに伴う雇用問題への配慮 

出資法人が継続的・計画的に事業運営を行っていくためには、多様な人

材の活用を図る一方で、中長期的な視野に立ったプロパー職員の育成や資

質の向上を図ることが欠かせない。このため、プロパー職員の経営感覚や 

コスト意識等の向上を図る観点から、業務に関連する研修・講座等の受講 

機会の充実、                 他法人との人事交流促

進、能力・業績重視の人事・給与制度の導入、管理職登用など、プロパー

職員の育成に向けた取組を行う。 

 また、見直しを推進していく過程においては、職員の雇用問題が発生し

てくることが予想されるが、この問題に関しては、早期退職制度の導入検

討や再就職先の斡旋、資格取得に対する支援など、最大限の配慮を行う。 

 

④新公益法人制度への移行 

特例民法法人が新制度に移行するための申請期限は平成 25 年 11 月末で

あり、申請期限までに新制度への移行申請を行わなければ法人は解散にな

る。今後、移行手続きを行う必要のある出資法人は 12 法人あるが、移行に

当たっては、法人の経営、組織体制等の大幅な見直しが必要な場合もあり、

移行申請を行うまでには相当の準備と時間を要することから、早期の移行

申請、課題解決に取り組む。特に、移行時期、移行の方向性が定まってい

ない法人においては、これらの早期決定に努める。 

 

（２）経営基盤の充実・強化 

①事業の見直しと他団体との連携促進 

出資法人が行う事業については、社会経済情勢の変化に対応し、県民ニ

ーズに適合したものとなるよう絶えず見直しを行い、県からの財政支援に

頼らない新規事業の展開や新規顧客の開拓、民間・市町等からの事業の受

託等に努めるほか、出資法人で実施する必要性が薄れた事業、他の民間主

体が成長し市場が形成されている事業については、事業の廃止、譲渡、共

同実施などの検討を行う。 

また、効率的・効果的な事業執行等の観点から、事業分担や共同事業の

実施、ノウハウ・情報の共有化など、類似の法人や市町、ＮＰＯ・ボラン

ティア団体等との有機的な連携や協働を積極的に進める。 

③プロパー職員の育成と改革 に伴う雇用問題への配慮 

出資法人が継続的・計画的に事業運営を行っていくためには、多様な人

材の活用を図る一方で、中長期的な視野に立ったプロパー職員の育成や資

質の向上を図ることも重要である。このため、プロパー職員の経営感覚や

コスト意識等の向上を図る観点から、職員研修の充実（共同研修・セミナ

ーの実施等）、専門学校・通信講座等受講への助成、他法人との人事交流促

進、能力・業績重視の人事・給与制度の導入      など、プロパー

職員の育成に向けた取組を行う。 

また、改革 を推進していく過程においては、職員の雇用問題が発生し

てくることが予想されるが、この問題に関しては、早期退職制度の導入検

討や再就職先の斡旋、資格取得に対する支援など、最大限の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の充実・強化 

①事業の見直しと他団体との連携促進 

出資法人が行う事業については、社会経済情勢の変化に対応し、県民ニ

ーズに適合したものとなるよう絶えず見直しを行い、県からの財政支援に

頼らない新規事業の展開や新規顧客の開拓、民間・市町等からの事業の受

託等に努める                            

                                  

         。 

また、効率的・効果的な事業執行等の観点から、事業分担や共同事業の

実施、ノウハウ・情報の共有化など、類似の法人や市町、ＮＰＯ・ボラン

ティア団体等との有機的な連携や協働を積極的に進める。さらに、他県の

出資法人等との連携についても、法人の事業内容に応じて、連携を進める

ことにより一層の効率的・効果的な事業の執行等が期待されるものについ

ては、積極的に取り組んでいくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

○ プロパー職員育成の一環とし

て、管理職登用の観点を加え、促

す。 

 

 

 

○ 新公益法人制度への移行が特例

民法法人の組織体制等に多大な影

響を与えることから、新たな取組

事項として、移行する際の早期対

応などを促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事業の見直しに当たって、必要

性の薄れた事業等に対する視点を

加える。 

 

 



②収支構造の改善 

収支構造を改善する観点から、                   

          収益事業の展開（※）、賛助会費の徴収や利用者負担

金の導入・利用者負担金額の見直し、ＰＲ活動強化による利用料の増収、

広報誌・ホームページ等を活用した広告料収入の確保など、収入増加に向

けたあらゆる取組を行う。 

一方、業務手順の抜本的な見直しや事業積算の見直し、ＩＴ化の推進等

による事務費の削減、アウトソーシングの推進など、徹底した経費の削減

を図る。 

なお、基本財産及び運用財産の管理運用に当たっては、あらかじめその

運用に関する方針・基準を明確にし、効率的な管理運用に努めるとともに、

運用リスクに対して十分配慮することとする。 

※ 公益社団・財団法人については、公益目的事業に要する費用が、事業費及び管

理費の合計額に占める割合は 50％以上でなければならない。また、法人の社会

的信用を維持する上でふさわしくないもの、公序良俗を害するおそれのある事業

を行わないものであることに留意する。 

 

③監査体制の強化 

法人の適正な事業運営を支えるとともに、事業運営の透明性を高め、法

人に対する外部の信頼性を高めるために、監査体制の充実・強化を図るこ

ととし、法人の形態により法令等で定められたものを置くことはもとより、

公認会計士等の専門家による外部監査体制の整備等を図る。 

 

 

 

 

 

 

（３）役職員数及び給与制度の見直し 

①役職員数の削減 

出資法人の役員数については、経営責任の明確化等の観点から、法人の

事業規模、業務内容、職員数に応じた最小限のものとする。特に特例民法

法人は、新公益法人制度に移行後、公益社団・財団法人であれば、役員で

ある理事が理事会に出席する際は、代理人を出席させることはできないこ

と、同一の団体の理事、使用人等で理事等の３分の１を超える数を占めて

はならないことなどを踏まえ、必要な見直しを行う。 

②収支構造の改善 

収支構造を改善する観点から、基本財産及び運用財産の効率的な管理運

用に努めるとともに、収益事業の展開（※）、賛助会費の徴収や利用者負担

金の導入・利用者負担金額の見直し、ＰＲ活動強化による利用料の増収、

広報誌・ホームページ等を活用した広告料収入の確保など、収入増加に向

けたあらゆる取組を行う。 

一方、業務手順の抜本的な見直しや事業積算の見直し、ＩＴ化の推進等

による事務費の削減、アウトソーシングの推進など、徹底した経費の削減

を図る。 

 

 

 

※ 公益法人については、公益事業を賄うのに必要な程度でかつ法人の実態から

見て適正なものとし、可能な限り総支出額の２分の１以下にとどめる。また、

公益法人としての社会的信用を傷つけることのないよう留意する。 

 

 

③監査体制の強化 

監査体制の充実・強化を図る観点から、国の「公益法人の指導監督体制

の充実等について」（平成 13 年２月９日公益法人等の指導監督等に関する

関係閣僚会議幹事会申合せ）や商法等の趣旨を踏まえ、         

公認会計士等の専門家による外部監査体制の整備等を図る。 

 

（３）経営におけるＰＤＣＡサイクルの確立 

経営計画等に沿った事業の確実な推進と事後の検証、評価を行い、その

結果を各出資法人の経営に的確に反映させる Plan（計画）－Dｏ（実行）

－Check（評価）－Action（改善）というＰＤＣＡサイクルを確立する。 

 

（４）役職員数及び給与制度の見直し 

①役職員数の削減 

出資法人の役員数については、経営責任の明確化等の観点から、法人の

事業規模、業務内容、職員数に応じた最小限のものとするとともに、適切

な業績評価に基づき役員の選任や再任を行う              

                                  

                                  

                       。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 公金が含まれる基本財産及び運

用財産の管理運用に当たっては、

慎重な取扱いを喚起する。 

 

 

 

 

 

 

○ 以前に増して、事業運営の透明

性、外部の信頼性向上を図ること

が求められており、そのため、よ

り監査体制の強化を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「(1)組織体制の見直し ①経営

責任の明確化」と同じく、特例民

法法人に対し、役員の人選の見直

しに併せ、役員を絞り込むなど、

役員数の削減も検討する。  



また、職員数については、人件費抑制等の観点から、事業の見直し、新

規採用の抑制、勧奨退職制度の活用、多様な人材の活用等を進めることに

より可能な限り削減に努めるとともに、法人の事業規模に応じた最小限の

ものとする。 

 

②給与水準の適正化 

出資法人は県から独立した経営体であることから、その給与は、業務内

容や経営状況等に応ずるべきところであるが、現状は、職務の類似性等を

考慮して、従来からほぼ県に準じた給与水準となっている法人が多い。そ

して、このことが出資法人の人件費を押し上げ、経営悪化の要因の一つと

もなっていることから、人件費抑制等の観点から、民間企業の水準等を参

考にしつつ、出資法人の業績や経営状況等の実態を踏まえた給与水準の適

正化を図る。 

 

③能力・業績に応じた人事・給与制度の導入 

出資法人は、公共的性格を失うものであってはならないが、同時に、県

から独立した一つの経営体であり、       人事・給与制度につい

ても、職員の労働意欲を高め、業績向上に結びつくものとすることが必要

である。このため、能力主義に基づく抜擢人事や、業績に連動した賞与・

手当の支給、報奨金制度の創設など、職員の労働インセンティブが働きや

すい人事・給与制度の導入を図る。 

 

（４）経営におけるＰＤＣＡサイクルの実践 

経営計画等に沿った事業の確実な推進と事後の検証、評価を行い、その

結果を各出資法人の経営に的確に反映させるＰｌａｎ（計画）－Ｄｏ（実

行）－Ｃｈｅｃｋ（評価）－Ａｃｔｉｏｎ（改善）というＰＤＣＡサイク

ルを実践する。 

 

２ 県の関与の適正化 

これまで県では、財政的・人的関与を通じて、出資法人の適正な業務運

営を支援してきたが、県の支援は、出資法人の自主性・自律性を阻害し、

経営責任が不明確となる要因になり得ることも十分留意しなければならな

い。 

 このようなことから、出資法人の自立の度合いなどを考慮しながら、出

資法人による自己決定・自己責任を基本とした自立的な経営を行う仕組み

を構築するための取組を更に進める。 

 

 

また、職員数については、人件費抑制等の観点から、事業の見直し、新

規採用の抑制、勧奨退職制度の活用、多様な人材の活用等を進めることに

より可能な限り削減に努める                     

     。 

 

②給与水準の適正化 

出資法人は県から独立した経営体であることから、その給与は、業務内

容や経営状況等に応ずるべきところであるが、現状は、職務の類似性等を

考慮して、従来からほぼ県に準じた給与水準となっている     。そ

して、このことが出資法人の人件費を押し上げ、経営悪化の要因の一つと

もなっていることから、人件費抑制等の観点から、民間企業の水準等を参

考にしつつ、出資法人の業務や経営状況等の実態を踏まえた給与水準の適

正化を図る。 

 

③能力・業績に応じた人事・給与制度の導入 

出資法人は、公共的性格を失うものであってはならないが、同時に、県

から独立した一つの経営体であり、県に準じている人事・給与制度につい

ても、職員の労働意欲を高め、業績向上に結びつくものとすることが必要

である。このため、能力主義に基づく抜擢人事や、業績に連動した賞与・

手当の支給、報奨金制度の創設など、職員の労働インセンティブが働きや

すい人事・給与制度の導入を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県の関与の適正化 

これまで県では、財政的・人的関与を通じて、出資法人の適正な業務運

営を支援してきたが、県の支援は、出資法人の自主性・自律性を阻害し、

経営責任が不明確となる要因になり得ることも十分留意しなければならな

い。 

 このようなことから、県の出資法人に対する関与のあり方を見直し、出

資法人による自己決定・自己責任を基本とした自立的な経営を行う仕組み

を構築するための取組を  進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ これまでの改革等の取組みによ

り、各法人で自立の度合いに差は

あるが、今後、その度合いに応じ

た県の適正な関与を推進してい

く。 



（１）財政的関与の見直し 

①補助金の縮減、整理・統合 

 補助金の交付については、事業の必要性、効果、効率性等の観点から  

   見直しを行うとともに、国や市町が行う事業との分担や重複に留意

しながら、限られた財源の効率的な配分、事業の整理・統合を進め、県の

財政負担の軽減を図る。 

特に、出資法人の経常的な経費に対する補助については、出資法人の運

営体制や事業執行方法、給与水準等が適正であるかを精査し、出資法人の

自主性・自律性を向上させる観点から縮減を図る。 

 

 

 

②委託料・貸付金の見直し 

事業の委託については、今後も、委託内容や委託料の積算方法について

見直しを行う。また、民間事業者等の事業参入に公正を確保するため、競

争入札の実施に努める。     また、出資法人から他団体への再委託

率が高い事業については、当該出資法人に対する委託を行わないこととす

る。 

貸付金については、可能な限り民間資金の活用等の方策を出資法人自ら

が検討する。やむを得ず県の貸付が必要とされる場合で、現に出資法人へ

の運転資金としての短期貸付を行っているときも、補助金と同様、縮減す

るなど、見直しを図る。 

 

③債務負担行為等の抑制 

県が行う出資法人の資金調達に係る債務保証や損失補償等については、

その内容や必要性、返済の見通しとその確実性に関する検討を十分に行う

とともに、将来の県の財政運営へ影響を与えることを考慮し、真にやむを

得ない場合に限定する。 

 

（２）人的関与の見直し 

①県派遣職員の計画的引揚げ 

県職員の出資法人への派遣については、「公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律」（平成 12 年法律第 50 号）等の趣旨を踏まえ、

派遣目的、職務、期間等を明確にした上で、必要最小限の人数とするとと

もに、事業が軌道に乗った場合など、適時適切に派遣の必要性や人数を見

直すこととし、出資法人の経営改善策や人材育成策等と連動して計画的に

派遣職員の引揚げを図る。 

 

（１）財政的関与の見直し 

①補助金の縮減、整理・統合 

補助金の交付については、事業の必要性、効果、効率性等の観点から抜

本的な見直しを行い、                        

     限られた財源の効率的な配分を進めるとともに    、県の

財政負担の軽減を図る。 

特に、出資法人の経常的な経費に対する補助については、出資法人の運

営体制や事業執行方法、給与水準等が適正であるかを精査し、出資法人の

自主性・自立性を向上させる観点から縮減を図る。 

また、補助金の対象となる事業については、国や市町が行う事業との分

担や重複に留意しつつ、事業の整理・統合を進める。 

 

②委託料・貸付金の見直し 

事業の委託については、市場原理に基づき、価格やサービスの質等につ

いて、民間事業者との比較優位性を精査するとともに、委託内容や委託料

の積算方法について見直しを行う。また、出資法人から他団体への再委託

率が高い事業については、当該出資法人に対する委託を行わないこととす

る。 

貸付金については、可能な限り民間資金の活用等の方策を出資法人自ら

が検討することとし、やむを得ず県の貸付が必要とされる場合においても、

原則として、市場金利などを参考に適正な利息を徴収する。 

 

 

③債務負担行為等の抑制 

県が行う出資法人の資金調達に係る債務保証や損失補償等については、

その内容や必要性、返済の見通しとその確実性に関する検討を十分に行う

とともに、将来の県の財政運営へ影響を与えることを考慮し、真にやむを

得ない場合に限定する。 

 

（２）人的関与の見直し 

①県派遣職員の計画的引揚げ 

 県職員の出資法人への派遣については、「公益法人等 への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律」（平成 12 年法律第 50 号）等の趣旨を踏まえ、

派遣目的、職務、期間等を明確にした上で、必要最小限の人数とするとと

もに、事業が軌道に乗った場合など、適時適切に派遣の必要性や人数を見

直すこととし、出資法人の経営改善策や人材育成策等と連動して計画的に

派遣職員の引揚げを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第三セクター（出資法人）との

随意契約について、国から見直し、

適正化を求められていることか

ら、競争入札の実施を促す。 

 

○ 貸付金のうち、補助金的な意味

合いのある短期貸付の縮減を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



②県退職者の役職員就任の見直し 

県退職者の役職員への就任は、出資法人の経営戦略に基づく必要性に応

じて行うことが基本であり、他の人材の活用や内部登用を阻害することの

ないよう、県の関与は、当然のことながら、出資法人からの要請に応じて

知識経験を有する適任者を紹介することに限定する     。 

 

③代表者等への充て職の抑制 

出資法人が自主性を発揮し、経営責任を果たしていく観点から、代表者

等への知事をはじめとした県職員の充て職については、可能な限り抑制を

図る。 

 

３ 法人情報等の積極的な開示等 

出資法人は公共性の高い事業を担い、その財政基盤が県民の負担の上に

成り立っていることなどを踏まえ、県民の理解と信頼を得られるよう、法

人情報等の積極的な開示を行う。 

 

（１）法人情報の公開 

出資法人に関する情報については、他の民間団体と同様に法人の種別ご

とに法令に基づき定められているものだけでなく、積極的に開示される必

要がある。このため、県では、出資法人に対して表－２に掲げる情報の提

供を要請のうえ、県のホームページで公開することとし、出資法人におい

ては、上記趣旨を踏まえ、情報の提供を行うものとするほか、各出資法人

においては、これらの情報を自らのホームページにおいて公開するよう努

めるものとする。これらの公開に当たっては、  より県民に分かりやす

く、記載・表現方法を工夫するなど配慮する。なお、表－２中、出資法人

である会社法法人には、営利を目的とする法人とであることを考慮し、

一部の情報について一律に公開の対象とせず、その判断により公開するこ

ととするが、出資法人として説明責任をより積極的に果たす観点から、自

主的な公開に努めることが望まれる。 

また、県民からの請求に基づいて、具体的な情報を公開する情報公開に

ついても、愛媛県情報公開条例に基づく情報公開の努力義務を負う出資法

人(※)においては、今後も適切な情報の公開の推進           

                 に努める。 

（※県出資率 25％以上の法人。      ただし、筆頭出資者が県でな

い法人や会社法法人は対象外。） 

 

②県退職者の役職員就任の見直し 

県退職者の役職員への就任は、出資法人の経営戦略に基づく必要性に応

じて行うことが基本であり、他の人材の活用や内部登用を阻害することの

ないよう、県の関与は、当然のことながら、出資法人からの要請に応じて

知識経験を有する適任者を紹介することに限定するものとする。 

 

③代表者等への充て職の抑制 

出資法人が自主性を発揮し、経営責任を果たしていく観点から、代表者

等への知事をはじめとした県職員の充て職については、可能な限り抑制を

図る。 

 

３ 経営情報等の積極的な開示等 

 

 

 

 

 

出資法人の経営状況等に関する情報については、これまでも定款又は寄

付行為、役員名簿、財務関係資料等を県や各出資法人の事務所に備え置き、

一般の閲覧に供することや、県や法人のホームページ等において開示する

ことなどにより行ってきたところであるが、今後、情報の開示については、

より一層積極的に取り組んでいくこととし、              

                                  

                       より県民に分かりやす

いものとなるように努める        。 

 

 

 

 

 

また、県民からの請求に基づいて、具体的な情報を公開する情報公開に

ついても、愛媛県情報公開条例に基づく情報公開の努力義務を負う出資法

人の範囲が拡大（※）されたことに伴い、対象となる法人においては、法

人独自の情報公開制度の導入に積極的に努める。 

（※県出資率 50％以上から 25％以上に拡大。ただし、筆頭出資者が県でな

い法人や商法法人 は対象外。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法人情報等の積極的な開示が求

める意義を明確にする。 

 

 

 

○ 県のホームページで公開する法

人情報を明確にし、各法人に対し

て、公開に係る情報提供を要請す

るとともに、自らのホームページ

でもこれを公開するよう、求めて

いく。 

  なお、会社法法人とその他の法

人との間で、その取扱いに差を設

けているが、県民の負担の上に法

人が成り立っていることを踏ま

え、自主的な情報の公開を促す。 

 

 

 



（２）認知度の向上 

出資法人に対する県民の理解と信頼を得るうえで、・による法人情報の

公開もさることながら、出資法人自らが果たす役割や取り組む活動の認知

度を上げることも重要である。このため、出資法人においては、自らのホ

ームページ、広報誌等を利用し、自らの県民へのアピールに積極的に努め

る。 

 

 

 

☆ 公開の対象とした資料の基本的考え方 

  総務省通知において、情報公開することが望ましいとされたもの

を基本に、法人の種別ごとに選定 

 

（公益社団・財団法人） 

 法人の事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合、正当な理由な

く拒んではならないものを対象とする。 

 

（特例民法法人） 

 公益社団・財団法人に準ずることとし、そのうち、特例民法法人に

作成が課せられていない資料を除く。収支計算書は、公益社団・財

団法人では作成義務はないが、国の申合せ事項として、作成のうえ、

ホームページ公開対象とされているため対象とする。 

 

（社会福祉法人・特別法人） 

 公益性又は公共性の高い法人として、公益社団・財団法人及び特例

民法法人に準じた取扱いとする。 

 

（会社法法人） 

 一般に公開義務があるものは、会社法で貸借対照表、大会社はこれ

に加え損益計算書。この他、商業登記簿で役員等の閲覧が可能。そ

の他、事業報告、監査報告等は、株主・債権者が閲覧可能。他の法

人と違い、営利を目的としている法人であることを考慮し、これま

で、県のホームページで公開してきたものを公開の対象とする。（株

主・債権者が閲覧可能な情報で、公開の対象としていないもの：監

査報告、会計監査報告、附属明細書） 

 

 

○ 法人に対する県民の理解と信頼を得るためには、法人の存在意義、

活動等を知ってもらう必要があり、このためには自らアピールして

いく活動を行う必要であることから、これを促す。 



Ⅵ 経営評価の進め方 

１ 出資法人ごとの経営評価検証シートの作成 

本指針による県出資法人の経営改善及び効率的運営の実効性の確保を図

るため、出資法人は「経営評価検証シート」を             

                            作成する。 

経営評価検証シートは、各出資法人の設立目的や事業内容、財務状況、

県出資法人改革プランに基づく点検評価結果などを踏まえ、今後取り組む

べき課題を設定し、これに対する取組実績を記載するなどして、県所管課

と協議を行いながら作成する。 

また、県所管課においては、出資法人を適切に指導・監督するとともに、

県の財政的・人的関与の見直しなど、主に県が取り組むべき事項に関して

は、自ら主体的に検討を行う     。 

 

 

 

２ 評価体制 

（１）自己点検評価と見直しの実施 

①出資法人 

 

 

 

出資法人は、         毎年度、経営状況、課題に対する取組

実績等を分析・検証し   、自己点検評価（１次評価）を行う     

 。 

さらに、自己点検評価や、後述する経営評価専門委員会による外部評価  

（２次評価）等を踏まえ、自らの見直しを推進する           

 。 

 

②県所管課 

県所管課は、                           

                                  

                                  

                                  

                       出資法人の経営状況、

取組実績等とともに自らの取組状況を分析・検証し、自己点検評価（１次

評価） を行う     。 

 

Ⅴ 出資法人ごとの改革実施計画の作成 

出資法人ごとに設定した見直しの方向性を着実かつ計画的に実施してい

くため、各出資法人は、「Ⅳ 基本的取組事項」における取組事項などを踏

まえ、平成 21 年度を終期とする改革実施計画を出資法人ごとに作成する。 

改革実施計画は、   各出資法人の設立目的や事業内容、経営状況  

などの実情に応じて、具体的な取組内容や取組目標等を定めることとし  

                           、県所管課と

協議を行いながら作成する。 

また、県所管課においては、出資法人を適切に指導・監督するとともに、

県の財政的・人的関与の見直しなど、主に県が取り組むべき事項に関して

は、自ら主体的に検討を行うこととする。 

 

 

Ⅵ 推進体制の整備 

1 推進体制 

（１）改革の実施体制     

①出資法人 

出資法人は、改革の当事者として、           県所管課と

連携を図りつつ、法人ごとに作成した改革実施計画を着実かつ計画的に実

施することとする。 

また、改革実施計画については、毎年度、その取組状況を検証・分析し、

県所管課と協議を行いながら、自己点検評価（１次評価）を行うこととす

る。 

さらに、自己点検評価や、後述する点検評価委員会による外部点検評価

（２次評価）等を踏まえ、毎年度、改革実施計画の見直しを行うこととす

る。 

 

②県所管課 

県所管課は、出資法人による改革実施計画の取組について、その状況を

適宜把握し、出資法人に対して必要な指導、助言等を行うとともに、県の

財政的・人的関与の見直しなど、主に県が取り組むべき事項については、

計画に沿って確実に実施することとする。 

また、改革実施計画の自己点検評価に当たっては、出資法人の取組状況 

     とともに自らの取組状況を検証・分析し、法人と協議しながら

点検評価を行うこととする。 

 

○ 経営評価を行うに当たり、経営

評価検証シートを作成し、今後取

り組むべき課題を設定、これに対

する取組実績を確認するなどして

進めていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 経営評価の進め方として、前プ

ランの点検評価と同様、出資法

人・所管課が１次評価（自己点検

評価）を行い、経営評価専門委員

会が２次評価（外部評価）を行う。 

  経営評価の実施に当たり、前プ

ランで作成した改革実施計画に代

わり、経営評価検証シートを作成

して行うものとする。 

 

 

 



さらに、次の（２）による経営評価結果や県の事務事業評価結果、予算

編成方針等に十分に留意し、法人と協議を行いながら法人の見直しを推進

する       。 

 

（２）外部専門家による経営評価の実施 

              出資法人改革の実効性の確保を図る観点

から、国の                        「地方公

共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」（平

成 17 年３月）や「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」（平成 21

年６月）等を踏まえ、外部の専門家による「県出資法人経営評価専門委員

会」        を設置する     。 

経営評価専門委員会は、出資法人ごとの経営評価           

                                  

                           

                             （２次評

価）を行うとともに、経営評価結果を「県行政改革・地方分権戦略本部」

及び「県行政改革・地方分権推進委員会」に報告する     。 

 

（３）経営評価の連絡調整体制 

総務部行財政改革局行革分権課は、「県出資法人経営評価専門委員会」

の事務局として、出資法人の経営評価結果等 の取りまとめを行うほか、

経営評価      に係る庁内外の連絡調整を行うとともに、「県行政

改革・地方分権戦略本部」の事務局として、「県出資法人経営評価専門委員

会」から報告のあった経営評価結果等を県所管課に通知する。 

 

 

３ 経営評価結果等の周知・公表等 

出資法人の経営評価結果等は、県の所管課が各出資法人に周知し、それ

ぞれが連携・協議のうえ経営改善等法人の見直しに取り組む。 

また、出資法人の経営評価結果等は、県のホームページを通じて県民に

分かりやすい形で公表する。 

さらに、点検評価結果        や県の事務事業評価結果、予算

編成方針等に十分に留意し、法人と協議を行いながら改革実施計画の見直

しを行うこととする。 

 

（２）改革の点検評価体制 

改革実施計画を着実に実施し、出資法人改革の実効性の確保を図る観点

から、国の「第三セクターに関する指針」（平成 15 年 12 月）や「地方公

共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」（平

成 17 年３月）                           

    等を踏まえ、外部の専門的・経営的視点から計画の進捗状況を管

理する点検評価機関 を設置することとする。 

点検評価機関は、民間の会計、企業経営等の有識者で構成することとし、

行革推進のため設置している「県行政改革・地方分権推進委員会」内の専

門組織として、名称を「県出資法人点検評価部会」とする。 

点検評価部会は、出資法人ごとの改革実施計画の外部点検評価（２次評

価）を行うとともに、計画に沿った見直しが図られるよう、推進委員会へ

意見を提出                 することとする。 

 

（３）改革の連絡調整体制 

総務部新行政推進局行政システム改革課は、「県出資法人点検評価部会」

の事務局として、改革実施計画や点検評価結果等の取りまとめを行うほか、

その他、出資法人改革に係る庁内外の連絡調整を行うこととする     

                                  

                           。 

   （再掲） 
２ 点検評価サイクル及び改革の進捗状況の公表 

（１）点検評価サイクル 

改革実施計画の点検評価については、毎年度、概ね以下のサイクルにより行う。 

（「以下のサイクル」省略） 

出資法人及び県所管課による自己点検評価（１次評価）結果については、各出 

資法人等から「県出資法人点検評価部会」及び「県行政改革・地方分権推進委員 

会」へ報告することとし、点検評価部会は、外部点検評価（２次評価）結果を推 

進委員会へ報告する。 

（２）改革の進捗状況の公表 

県出資法人改革の進捗状況（点検評価結果等）の公表については、インターネ 

ット等を最大限に活用するとともに、積極的かつ県民に分かりやすい形で実施す 

ることとする。 

また、各出資法人は、決算終了後、決算状況や次年度以降の目標、改革実施計 

画と実績の乖離状況及びその原因等について発表し、県民に対する説明責任を果 

たしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

   

 

  



 

 

 

２ 点検評価サイクル及び改革の進捗状況の公表 
（１）点検評価サイクル 
改革実施計画の点検評価については、毎年度、概ね以下のサイクルによ

り行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出資法人及び県所管課による自己点検評価（１次評価）結果については、

各出資法人等から「県出資法人点検評価部会」及び「県行政改革・地方分

権推進委員会」へ報告することとし、点検評価部会は、外部点検評価（２

次評価）結果を推進委員会へ報告する。 

 

（２）改革の進捗状況の公表 
県出資法人改革の進捗状況（点検評価結果等）の公表については、イン

ターネット等を最大限に活用するとともに、積極的かつ県民に分かりやす

い形で実施することとする。 

また、各出資法人は、決算終了後、決算状況や次年度以降の目標、改革

実施計画と実績の乖離状況及びその原因等について発表し、県民に対する

説明責任を果たしていく。 
 

 


